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◎群馬県告示第４５号 

 令和６年度及び令和７年度において県が発注する建設工事に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に

必要な資格に係る基本的事項等の告示（令和５年群馬県告示第２８２号）の一部を次のように改正し、公布の日か

ら施行する。 

  令和６年３月１日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

 ５を次のように改める。 

５ 申請の受付期間 

 (1) 新規申請 令和６年４月１日（月）以降随時 

 (2) 業種追加 別に定める期間 

 

 

 

◎群馬県告示第４６号 

 令和６年度及び令和７年度において県が発注する建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等の委託業務に係

る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格に係る基本的事項等の告示（令和５年群馬県告示第２

８３号）の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。 

  令和６年３月１日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

 ５を次のように改める。 

５ 申請の受付期間 

 (1) 新規申請 令和６年４月１日（月）以降随時 

 (2) 業種追加 別に定める期間 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により次のとおり土地改良区役員の退任の届

出があったので、同条第１８項の規定により公告する。 

    令和６年３月１日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   
                                               

 
土地改良区名 

理 事
監 事
の 別 

 
区 分 

 
役 員 氏 名 

 
住      所 

沼田平 監 事 退 任 松永幸雄 沼田市上久屋町１２３１番地 

 

 

 

 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第１３条の規定により、令和６年二級建築士試験を次のとおり実施する。 

■ 公  告 

■ 告  示 
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 なお、試験の実施に関する事務は、同法第１５条の６第１項の規定により、公益財団法人建築技術教育普及セン

ター（以下「センター」という。）に行わせる。 

    令和６年３月１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 試験の期日及び時間 

(1) 学科の試験 令和６年７月７日（日） 

学科Ⅰ（建築計画）及び学科Ⅱ（建築法規） １０時１０分～１３時１０分（３時間） 

学科Ⅲ（建築構造）及び学科Ⅳ（建築施工） １４時２０分～１７時２０分（３時間） 

 (2) 設計製図の試験 令和６年９月１５日（日） １１時～１６時（５時間） 

２ 試験の場所 

 (1) 学科の試験 高崎健康福祉大学 高崎市中大類町３７－１ 

 (2) 設計製図の試験 高崎健康福祉大学 高崎市中大類町３７－１ 

３ 試験の受験申込手続 

(1) 受験申込受付の期間及び時間 令和６年４月１日（月）午前１０時から同月１５日（月）午後４時まで 

 (2) 受験申込方法 新規受験者を含めた全ての者が、インターネットによる受験申込を行うものとし、センター

のホームページ（https://www.jaeic.or.jp/）において、必要な事項を入力し、申し込むこと。 

 (3) インターネットによる受験申込が行えない正当な理由がある場合（身体に障がいがありインターネットの利

用が困難である等）には、令和６年４月８日（月）までにセンター本部に申し出ること。 

４ 学科の試験の免除の申請 学科の試験の免除の申請は、令和２年以降の学科の試験に合格した者のうち、合格

年から令和５年までの設計製図の試験の受験回数が２回以内の者に限り行うことができる。 

  なお、免除の申請に当たっては、令和２年から令和５年までのいずれかの年の二級建築士試験（他の都道府県

知事が行ったものを含む。）の受験番号を入力して行うこと。 

５ 受験票の交付等 受験票（受験番号、試験場等を明記したもの）は、原則として、学科の試験の受験票につい

ては令和６年６月２１日（金）頃から、設計製図の試験の受験票については同年８月２６日（月）頃から、受験

有資格者にインターネットによる受験申込手続き完了後から利用できる受験者専用ページにおいて交付する。 

  なお、インターネットによる受付が行えなかった者の受験票については、原則として、学科の試験の受験票に

ついては令和６年６月２１日（金）頃から、設計製図の試験の受験票については同年８月２６日（月）頃から、

受験有資格者に発送する。 

６ 合格者の発表及び合否の通知 令和６年１２月５日（木）（予定）。なお、学科の試験については、同年８月

２６日（月）（予定）。 

合格者に合格の旨を、不合格者に不合格の旨及び成績を通知する。 

  合格者の受験番号をセンターのホームページに公表する。 

７ 合否判定基準等の公表 合格者の発表の際に、知事の決定した合否判定基準等をセンターのホームページに公

表する。 

８ その他 

(1) 設計製図の試験の課題は、令和６年６月１２日（水）頃からセンターのホームページにおいて公表する。 

 (2) 受験に際し、身体に障がいがあるため特に何らかの措置を希望する者は、あらかじめ受付期間内にその旨を

申し出ること。 
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 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第１３条の規定により、令和６年木造建築士試験を次のとおり実施する。 

 なお、試験の実施に関する事務は、同法第１５条の６第１項の規定により、公益財団法人建築技術教育普及セン

ター（以下「センター」という。）に行わせる。 

    令和６年３月１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 試験の期日及び時間 

(1) 学科の試験 令和６年７月２８日（日） 

学科Ⅰ（建築計画）及び学科Ⅱ（建築法規） １０時１０分～１３時１０分（３時間） 

学科Ⅲ（建築構造）及び学科Ⅳ（建築施工） １４時２０分～１７時２０分（３時間） 

 (2) 設計製図の試験 令和６年１０月１３日（日） １１時～１６時（５時間） 

２ 試験の場所 

 (1) 学科の試験 グリーンドーム前橋 前橋市岩神町１－２－１ 

 (2) 設計製図の試験 高崎健康福祉大学 高崎市中大類町３７－１ 

３ 試験の受験申込手続 

(1) 受験申込受付の期間及び時間 令和６年４月１日（月）午前１０時から同月１５日（月）午後４時まで 

 (2) 受験申込方法 新規受験者を含めた全ての者が、インターネットによる受験申込を行うものとし、センター

のホームページ（https://www.jaeic.or.jp/）において、必要な事項を入力し、申し込むこと。 

 (3) インターネットによる受験申込が行えない正当な理由がある場合（身体に障がいがありインターネットの利

用が困難である等）には、令和６年４月８日（月）までにセンター本部に申し出ること。 

４ 学科の試験の免除の申請 学科の試験の免除の申請は、令和２年以降の学科の試験に合格した者のうち、合格

年から令和５年までの設計製図の試験の受験回数が２回以内の者に限り行うことができる。 

  なお、免除の申請に当たっては、令和２年から令和５年までのいずれかの年の木造建築士試験（他の都道府県

知事が行ったものを含む。）の受験番号を入力して行うこと。 

５ 受験票の交付等 受験票（受験番号、試験場等を明記したもの）は、原則として、学科の試験の受験票につい

ては令和６年６月２１日（金）頃から、設計製図の試験の受験票については同年９月２６日（木）頃から、受験

有資格者にインターネットによる受験申込手続き完了後から利用できる受験者専用ページにおいて交付する。 

  なお、インターネットによる受付が行えなかった者の受験票については、原則として、学科の試験の受験票に

ついては令和６年６月２１日（金）頃から、設計製図の試験の受験票については同年９月２６日（木）頃から、

受験有資格者に発送する。 

６ 合格者の発表及び合否の通知 令和６年１２月５日（木）（予定）。なお、学科の試験については、同年８月

２６日（月）（予定）。 

合格者に合格の旨を、不合格者に不合格の旨及び成績を通知する。 

  合格者の受験番号をセンターのホームページに公表する。 

７ 合否判定基準等の公表 合格者の発表の際に、知事の決定した合否判定基準等をセンターのホームページに公

表する。 

８ その他 

(1) 設計製図の試験の課題は、令和６年６月１２日（水）頃からセンターのホームページにおいて公表する。 

 (2) 受験に際し、身体に障がいがあるため特に何らかの措置を希望する者は、あらかじめ受付期間内にその旨を

申し出ること。 
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◎群馬県内水面漁場管理委員会指示第１号 

 漁業法第１２０条第１項の規定等による指示（令和４年群馬県内水面漁場管理委員会指示第１号）の一部を次の

ように改正し、令和６年４月１日から施行する。 

  令和６年３月１日 

群馬県内水面漁場管理委員会会長 松 元 平 吉 

 ２中「令和６年３月３１日」を「令和８年３月３１日」に改める。 

 

 

 

◎群馬県内水面漁場管理委員会指示第２号 

 漁業法第１２０条第１項の規定等による指示（令和４年群馬県内水面漁場管理委員会指示第２号）の一部を次の

ように改正し、令和６年４月１日から施行する。 

  令和６年３月１日 

群馬県内水面漁場管理委員会会長 松 元 平 吉 

 ２中「令和６年３月３１日」を「令和８年３月３１日」に改める。 

 

 

 

◎群馬県内水面漁場管理委員会指示第３号 

 漁業法第１２０条第１項の規定等による指示（令和４年群馬県内水面漁場管理委員会指示第３号）の一部を次の

ように改正し、令和６年４月１日から施行する。 

  令和６年３月１日 

群馬県内水面漁場管理委員会会長 松 元 平 吉 

 ２中「令和６年３月３１日」を「令和８年３月３１日」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 内水面漁場管理委員会指示 
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群
馬
県
病
院
局
の
処
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
一
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
一
号 

 
 
 

群
馬
県
病
院
局
の
処
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

群
馬
県
病
院
局
の
処
務
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
中
「
関
し
て
は
、
」
の
下
に
「
次
条
及
び
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
勤
怠
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
た
管
理
等
） 

第
二
条
の
二 

次
に
掲
げ
る
管
理
等
は
、
勤
怠
管
理
シ
ス
テ
ム
（
電
子
計
算
機
を
利
用
し
て
、
職
員

の
服
務
に
関
す
る
事
務
の
処
理
を
行
う
た
め
の
情
報
処
理
組
織
で
経
営
戦
略
課
長
が
管
理
す
る
も

の
を
い
う
。
）
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

群
馬
県
処
務
規
程
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
出
勤
簿
の
管
理 

二 

群
馬
県
処
務
規
程
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
休
暇
簿
に
よ
り
行
う
願
い
出 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

                    

                       

■ 

病
院
管
理
規
程 
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